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１10 月の相談活動の特徴（新規） 

 センター発足以来の相談件数は１万 692 件になり 

ました。 

  項 目 件数 当月比率 

面談   ３   7.5％ 

電話  ３５    87.5％ 

メール   １     2.5% 

ＦＡＸ他   １     2.5% 

合 計  ４０   100% 

項 目  件数 当月比率 

解雇     ２   5.0% 

退職強要・勧奨   ５    12.5% 

賃金・残業代未払い     ４    10.0% 

労働契約違反   ５    12.5% 

社会・雇用保険   ３     7.5% 

配転・出向・転籍   １     2.5% 

労働条件切り下げ   ６    15.0% 

労働時間・休暇   ２     5.0% 

セクハラ・いじめ問題   ５    12.5% 

メンタル不全・疾患   ０      0% 

倒産・工場移転   ０      0% 

労災・職業病   ０      0% 

組合加入・結成   １     2.5% 

その他   ６    15.0% 

不明   ０      0% 

合 計  ４０    100% 

 

項目 件数 当月比率 

男性  20    50% 

女性  20    50% 

不明   0     0% 

合計  40   100% 

 

団結まつり 
 
六孫王神社 
11 月 23 日（金） 
午前 10時～ 

★
相
談
事
例
①･･･

★ 

（
男
性
・
マ
ス
コ
ミ
映

像
関
係
・
非
正
規
） 

 

華
や
か
な
テ
レ
ビ
局
の

舞
台
裏
で 

  
大
学
卒
業
後
に
多
数

の
キ
ー
局
の
番
組
製
作

会
社
に
採
用
さ
れ
た
Ｂ

さ
ん
。 

企
画
推
進
室
で
番
組
の

製
作
会
議
に
出
席
し
た

り
、
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の

仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

担
当
し
て
い
る
番
組
は

大
物
芸
能
人
が
出
演
し

て
い
ま
す
。
非
正
規
で

採
用
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
来
年
に
正
社
員
の

登
用
試
験
が
あ
る
の
で

期
待
し
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
仕
事
が
未
熟

な
こ
と
で
失
敗
も
有
り

ま
す
。 

失
敗
す
る
と
上
司
か

ら
パ
ワ
ハ
ラ
的
な
言
動

が
続
き
、
体
調
を
壊
し

て
８
月
下
旬
に
有
休
を

取
得
し
ま
し
た
。 

仕
事
に
復
帰
す
る
に
際

し
て
在
宅
勤
務
を
希
望

し
た
が
叶
え
ら
れ
ず
、

通
常
の
仕
事
も
大
し
た

仕
事
を
与
え
ら
れ
ず
に

窓
際
的
に
な
っ
て
い
ま

す
。
精
神
的
な
打
撃
と

会
社
に
不
信
を
抱
い
た

の
で
退
職
願
い
を
メ
ー

ル
で
出
し
ま
し
た
が
、

母
親
が
会
社
と
話
し
合

い
、
会
社
か
ら
「
産
業

医
の
診
断
を
受
け
て
医

師
の
判
断
が
出
る
ま
で

自
宅
待
機
」「
傷
病
手
当

を
１
年
半
受
給
で
き

る
」 

  

 

と
言
わ
れ
て
ま
す
。
こ

れ
ま
で
高
学
歴
の
人
が

何
人
も
早
期
退
職
し
て

い
る
会
社
で
す
。 

 

ア
ド
バ
イ
ス 

 

精
神
的
な
打
撃
を
受

け
て
い
る
人
が
職
場
環

境
の
改
善
と
周
囲
の
理

解
が
な
い
限
り
復
職
す

る
と
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ

ク
の
可
能
性
が
有
り
ま

す
。
と
り
あ
え
ず
傷
病

手
当
を
受
給
し
て
体
調

回
復
に
勤
め
な
が
ら
次

の
準
備
を
す
る
。
パ
ワ

ハ
ラ
の
証
拠
が
あ
る
な

ら
労
働
局
の
斡
旋
を
受

け
る
事
も
可
能
で
す

し
、
労
災
申
請
を
す
る

事
も
出
来
ま
す
。
東
京

労
働
相
談
セ
ン
タ
ー
に

連
絡
し
て
下
さ
い
。 

   

★
相
談
事
例
②･･･

★ 

（
男
性
・
旅
館
業
・
正

社
員
） 

 

家
族
の
感
染
症
で
自
宅

待
機
の
場
合
は 

  

同
居
家
族
が
ノ
ロ
ウ

イ
ル
ス
に
感
染
し
、
勤

務
先
か
ら
自
宅
待
機
を

命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
１

ヶ
月
を
超
え
る
事
に
な

る
の
で
賃
金
カ
ッ
ト
・

有
休
消
化
と
さ
れ
て
い

る
が
、
有
休
も
限
界
に

き
て
い
る
。 

ボ
ー
ナ
ス
や
定
昇
に

も
影
響
が
及
ぼ
し
そ
う

な
の
で
困
っ
て
い
ま

す
。 

 

ア
ド
バ
イ
ス 

 

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
等
の

感
染
症
に
家
族
が
罹
患 

   

し
た
場
合
、
保
健
所
等

の
指
示
に
よ
り
従
業
員

本
人
が
休
ん
だ
時
に
は

賃
金
・
休
業
手
当
を
支

払
う
必
要
が
有
り
ま
せ

ん
が
、
従
業
員
側
が
働

け
る
状
態
に
あ
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
事
業
所
の

判
断
に
よ
り
自
宅
待
機

の
指
示
・
命
令
を
出
し

た
場
合
は
、
労
働
基
準

法
の
「
使
用
者
の
責
に

帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る

休
業
」
に
該
当
し
、「
給

与
の
６
割
以
上
」
の
休

業
手
当
を
支
払
う
必
要

が
出
て
来
ま
す
。 

自
宅
待
機
の
期
間
を

「
特
別
休
暇
」
な
ど
の

扱
い
に
す
れ
ば
賃
金
が

保
障
さ
れ
ま
す
。 

相
談
の
ケ
ー
ス
を
監
督

署
に
問
い
合
わ
せ
た
と

こ
ろ
、
詳
細
が
分
か
ら

な
い
が
、
ケ
ー
ス
バ
イ

ケ
ー
ス
も
あ
る
の
で
監

督
署
に
相
談
し
て
ほ
し

い
と
の
返
答
で
し
た
。 

★
相
談
事
例
③
…
★ 

（
女
性
・
冠
婚
葬
祭
・

非
正
規
） 

 

不
利
益
変
更
の
う
え

退
職
勧
奨 

  

採
用
時
に
年
齢
制

限
が
あ
る
会
社
に
花

飾
り
の
経
験
を
買
わ

れ
て
採
用
さ
れ
た
Ｆ

さ
ん
。
週
三
回
の
勤
務

で
す
が
、
店
長
か
ら

「
花
の
扱
い
が
悪
い
」

「
仕
事
が
雑
」
「
花
飾

り
の
仕
事
は
さ
せ
な

い
」
と
パ
ワ
ハ
ラ
を
受

け
、
９
月

26

日
に

「

10

月
末
で
辞
め

て
ほ
し
い
」
と
言
わ
れ

ま
し
た
。 

花
飾
り
の
経
験
で
年

齢
制
限
を
受
け
ず
に

採
用
さ
れ
た
の
に
、
店

長
に
意
見
を
言
う
私

の
事
が
気
に
食
わ
な

い
の
か 

10

月
か
ら
シ
フ
ト

が
減
ら
さ
れ
、
新
た
に

花
飾
り
の
求
人
を
出

し
て
い
ま
す
。 

花
飾
り
の
仕
事
は
好

き
な
の
で
シ
フ
ト
回

復
を
求
め
た
ら
「1

0

月

末
ま
で
の
働
き
を
見

て
、
そ
の
後
を
判
断
す

る
と
言
い
出
し
ま
し

た
。 再

度
、
店
長
と
は
話

合
い
た
く
あ
り
ま
せ

ん
。 

 

ア
ド
バ
イ
ス 

 

店
長
と
の
ラ
イ
ン

が
可
能
な
の
で
「
シ
フ

ト
を
入
れ
る
よ
う
に
」

要
請
し
、
回
復
し
な
い

と
不
利
益
変
更
な
る

事
を
伝
え
る
。
「
辞
め

て
」
と
言
え
ば
解
雇
な

の
か
は
っ
き
り
さ
す
。

解
雇
理
由
書
を
本
社

に
請
求
す
る
。
組
合
に

加
入
し
て
解
雇
撤
回

や
改
善
要
求
を
出
す

事
が
出
来
ま
す
。 

全
国
一
般
に
加
入
さ

れ
ま
し
た
。 

 

★
相
談
事
例
④･･･

★ 

（
女
性
・
サ
ー
ビ
ス

業
・
非
正
規
） 

 

二
重
三
重
の
違
法
行
為 

  

あ
る
工
場
に
週
４

日
、
１
日
６
時
間
勤
務

で
採
用
さ
れ
て
35

年

経
過
す
る
Ｗ
さ
ん
。
こ

れ
ま
で
雇
用
保
険
は

未
加
入
に
さ
れ
て
い

ま
し
た
。 

有
休
も
昨
年
か
ら

付
与
さ
れ
ま
し
た
が

10

日
で
す
。
勤
続
８

年
で
フ
ル
タ
イ
ム
の

人
は
15

日
で
す
。 
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し
か
も
、
有
休
時
の

賃
金
は
６
割
、
正
社
員

で
も
７
割
に
な
っ
て
い

ま
雇
用
保
険
に
加
入
し

た
い
の
で
す
が
、
65

歳

以
上
で
も
加
入
で
き
ま

す
か
。
時
給
は
８
７
５

円
で
す
。 

  

ア
ド
バ
イ
ス 

 

雇
用
保
険
加
入
条
件

を
満
た
し
て
い
る
の
に

35

年
間
も
未
加
入
に

し
て
い
る
の
は
違
法
で

す
。
被
保
険
者
の
資
格

が
確
認
で
き
た
日
か
ら

２
年
間
が
遡
及
で
き
ま

す
。 29

年
に
法
律
が
改

正
さ
れ
て

65

歳
以
上

で
も
加
入
出
来
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。 

２
年
間
の
遡
及
と
継

続
加
入
に
な
る
の
か
、

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
相
談

し
て
下
さ
い
。 

有
休
時
の
賃
金
が
６

割
～
７
割
し
か
保
証
さ

れ
な
い
の
は
違
法
で

す
。 

有
休
日
数
は
週
４
日
勤

務
で
15

日
、
週
５
日
の

フ
ル
タ
イ
ム
で

20

日

あ
り
ま
す
。 

10

月
１
日
か
ら
最

賃
が
８
８
２
円
に
な
り

ま
し
た
。
違
法
な
こ
と

は
個
人
で
監
督
署
に
申

告
で
き
ま
す
が
、
二
重

三
重
の
法
違
反
が
あ
る

職
場
な
の
で
、
不
満
を

抱
い
て
い
る
仲
間
と
労

働
組
合
に
加
入
す
る
事

で
労
働
条
件
を
改
善
す

る
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

 

★
相
談
事
例
⑤･･･

★ 

（
女
性
・
製
造
業
・
技

能
研
修
） 

 
 

メ
ー

ル
相
談 

 
技
能
研
修
で
労
基
法
違

反
と
人
権
侵
害 

  

４
月
か
ら
金
属
製
品

製
造
業
の
会
社
に
勤
務

し
て
い
る
ベ
ト
ナ
ム
人

女
性
は
あ
ま
り
に
も
酷

い
労
働
条
件
に
悩
ん
で

い
ま
す
。
彼
女
の
労
働

実
態
は
①
長
時
間
労
働

の
連
続
で
す
。
毎
日
朝

７
時
30

分
に
出
社
、
タ

イ
ム
カ
ー
ド
を
８
時

30

分
に
打
刻
し
、
夜
８

時
過
ぎ
ま
で
働
い
て
ま

す
。
休
日
は
日
曜
日
と
、

月
１
回
の
土
曜
日
が
休

み
で
す
。
②
給
与
に
残

業
は
全
く
反
映
さ
れ
ま

せ
ん
。
残
業
代
な
し
で

す
。
③
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

な
こ
と
を
上
司
か
ら
質

問
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、

彼
氏
は
居
る
か
？
い
つ

か
ら
付
き
合
っ
て
い

る
？
き
っ
か
け
は
？
ど

ん
な
彼
氏
だ
？
前
の
彼

氏
は
居
た
の
か
？
別
れ

た
理
由
は
？
休
み
に
外

出
す
る
場
合
に
は
、
ど

こ
に
行
く
の
か
？
だ
れ

と
会
う
の
か
？
等
々
で

す
。 

     

彼
女
は
個
人
で
ア
パ

ー
ト
に
住
ん
で
い
ま
す

が
、
他
の
ベ
ト
ナ
ム
人

女
性
達
は
、
会
社
の
寮

に
住
み
、
社
長
が
勝
手

に
カ
ギ
を
開
け
て
部
屋

の
検
査
に
立
ち
入
っ
た

り
し
ま
す
。 

④
給
与
は
、
入
社
面

接
時
に
月

24

万
円
と

言
っ
て
い
た
の
が
、
実

際
は
23

万
円
で
、
し
か

も
残
業
代
が
含
ま
れ
て

い
る
と
後
で
言
い
出
し

た
の
で
す
。
毎
日
12

時

間
も
会
社
で
働
く
こ
と

自
体
が
が
週

60

時
間

も
働
い
て
い
ま
す
。 

勿
論
、
就
業
規
則
は
見

た
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
。 ベ

ト
ナ
ム
人
女
性
を

雇
い
、
外
部
社
会
か
ら

隔
離
し
、
就
労
ビ
ザ
が

無
い
と
日
本
に
居
れ
な

い
弱
み
に
付
け
込
ん
だ

ひ
ど
い
就
労
環
境
を
強

制
し
て
い
ま
す
。 

私
は
体
に
変
調
を
き
た

し
、
体
重
が
ど
ん
ど
ん

減
り
、
過
去
最
低
の
体

重
に
な
っ
て
い
ま
す
。

急
に
涙
が
出
て
、
止
ま

ら
な
く
な
っ
た
り
し
て

い
る
状
況
で
す
。 

会
社
の
上
司
に
プ
ラ

イ
べ
ー
ト
な
こ
と
を
聞

か
れ
て
も
、
す
ら
す
ら

喋
っ
て
し
ま
う
よ
う
な

精
神
状
態
で
す
。 

朝
か
ら
晩
ま
で
、
た

だ
ひ
た
す
ら
考
え
る
こ

と
な
く
、
見
積
書
の
入

力
を
延
々
と
続
け
て
お

り
、
思
考
能
力
が
停
滞

し
、
機
械
に
成
り
切
ろ

う
と
す
る
自
分
が
お

り
、
帰
宅
し
急
に
涙
が

止
ま
ら
な
く
な
っ
た
り

す
る
精
神
状
態
に
追
い

込
ま
れ
て
い
ま
す
。 

会
社
を
辞
め
よ
う
と
思

い
ま
す
が
、
社
長
が
怖

く
て
言
い
出
せ
ま
せ

ん
。 

 

ア
ド
バ
イ
ス 

 

あ
ま
り
に
も
酷
い
外

国
人
労
働
者
の
実
態
が

社
会
問
題
に
な
り
、
２

０
１
０
年
か
ら
労
働
基

準
法
が
適
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。 

相
談
内
容
の
長
時
間
労

働
と
残
業
代
未
払
い
の

件
は
、
固
定
残
業
代
の

金
額
を
知
る
必
要
が
有

り
ま
す
が
、
恐
ら
く
固

定
残
業
代
を
超
え
る
労

働
時
間
に
な
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
、
残
業
代

未
払
い
に
該
当
し
、
違

法
で
す
。 

し
か
も
、
プ
ラ
イ
ベ

ー
ト
ま
で
立
ち
入
る
セ

ク
ハ
ラ
で
す
。
残
業
代

未
払
い
は
個
人
で
も
監

督
署
に
申
告
で
き
ま
す

が
、
根
本
的
な
改
善
す

る
に
は
労
働
組
合
が
必

要
で
す
。
組
合
を
紹
介

し
ま
す
。 

※
社
長
に
退
職
の
意
向

を
伝
え
る
が
、
そ
の
時

に
組
合
に
相
談
す
る
と

連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

★
相
談
事
例
⑥･･･
★ 

（
女
性
・
寮
母
・
非
正

規
） 

 

ど
ち
ら
の
最
賃
が
適
用

さ
れ
る
の
か 

  

大
手
の
会
社
の
社
員

寮
に
１
年
契
約
で
半
年

前
に
採
用
さ
れ
た
Ｋ
さ

ん
。 

              

６
時
か
ら

22

時
ま

で
の
勤
務
時
間
で
、
会

社
は
断
続
的
労
働
の
許

可
を
得
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
賃
金
が
採
用

さ
れ
た
奈
良
県
の
最
低

賃
金
で
計
算
さ
れ
て
い

ま
す
。 

労
働
条
件
も
契
約
書

に
な
い
清
掃
の
仕
事
を

さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

事
務
作
業
も
多
く
あ
り

ま
す
。
京
都
で
一
番
大

き
い
社
員
寮
で
す
。 

上
司
に
何
回
も
改
善

を
訴
え
た
が
天
下
り
の

人
で
何
も
改
善
し
な

い
。 

 

ア
ド
バ
イ
ス 

 

本
社
が
奈
良
県
（
最

低
賃
金
８
１
１
円
）
で
、

事
業
場
が
奈
良
と
京
都

府
に
（
最
低
賃
金
８
８

２
円
）
複
数
存
在
す
る

場
合
、
奈
良
県
の
事
業

場
で
働
く
労
働
者
に
は

奈
良
県
の
最
低
賃
金
が

適
用
さ
れ
ま
す
が
、
京

都
府
の
事
業
場
で
働
く

労
働
者
に
は
京
都
府
の

最
賃
が
適
用
さ
れ
ま 

す
。 た

だ
し
そ
の
名
称
に

関
わ
ら
ず
、
各
勤
務
地

に
事
業
場
と
し
て
の
独

立
し
た
機
能
が
な
く
、

指
揮
命
令
等
の
管
理
が

本
社
等
で
行
わ
れ
て
い

る
よ
う
な
場
合
は
、
所

属
先
（
本
拠
地
）
は
本

社
等
に
あ
る
も
の
と

し
、
所
属
先
の
地
域
別

最
低
賃
金
が
適
用
さ
れ

ま
す
。 

本
社
が
京
都
府
に
あ

る
場
合
、
勤
務
地
が
奈

良
県
の
労
働
者
に
は
奈

良
県
と
京
都
府
の
最
低

賃
金
の
適
用
を
う
け
る

こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
上
記
の
最
低
賃
金

法
第
６
条
に
従
い
、
最

低
賃
金
が
高
い
京
都
府

で
適
用
を
う
け
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。 

相
談
の
ケ
ー
ス
は
、

学
生
寮
が
事
業
所
と
し

て
該
当
す
る
か
、
独
立

し
た
機
能
が
な
い
の
か

に
よ
り
判
断
さ
れ
ま

す
。「
寮
の
賄
は
独
立
し

た
機
能
が
な
く
、
事
業

所
に
該
当
し
な
い
」、
京

都
・
奈
良
両
監
督
署
の

見
解
で
す
。 

 

 


